
被保険者証再交付申請書

〒　　　　－

日中連絡可能な電話　（　　　　　　）　　　　　　－　　　　　　　　　

上記のとおり被保険者証を滅失しましたが、今後は十分取り扱いに注意し、滅失した被保険者証を発見

した場合は、古い被保険者証をただちに返納します。

令和　　　　年　　　　月　　　　日

上記のとおり相違ない事を証明します。

令和　　　　年　　　　月　　　　日

所在地

名称

円

（提出経路）　　本人　→　職場　→　事業所担当部署　→　健保組合

 ※　注意事項　

１）　再交付手数料としてカード１枚５００円必要です。

　　　本申請書に添えてご提出下さい。

２）　き損による申請の場合は、手数料は不要です。

　　　き損したカードを必ず返却（添付）して下さい。

トヨタ自動車東日本健康保険組合
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男・女
　　　　年　　　　月　　　　日

令和　　　　年　　　　月　　　　日　提出
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再交付の原因

滅失　・　き損
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滅失　・　き損
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男・女
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令和　　　年　　　月　　　日　受領済手数料

男・女

健
保
使
用
欄

常務理事 事務長 担当 受付

令和　　　年　　　月　　　日処理済

※令和６年１２月２日以降、保険証の新規発行は出来なくなり、マイナンバーカードと保険証が一体となった

「マイナ保険証」に一本化されます。それ以前に発行済の保険証は、経過措置として廃止後１年間は

使用可能の予定ですが、まだマイナンバーカードと保険証の紐づけ登録を行っていない場合は、

登録をお願いします。


